
○
総
務
省
告
示
第
百
四
十
五
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
七
十
九
号
（
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
対
象
と
な
る
都
道
府
県

等
の
指
定
に
係
る
基
準
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

林

芳
正

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
）

第
二
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

［
新
設
］

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

物
品
又
は
役
務
と
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の

二

電
気
（
こ
れ
と
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の
を
含
む
。
）

（
募
集
の
適
正
な
実
施
に
係
る
基
準
）

（
募
集
の
適
正
な
実
施
に
係
る
基
準
）

第
三
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣

第
二
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣

が
定
め
る
基
準
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
（
地
方
団
体
が
食
品
（
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十

が
定
め
る
基
準
は
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
（
地
方
団
体
が
食
品
（
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百

年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二

十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
返
礼
品
等
（
以
下
「
返
礼
品
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
提
供
す
る
場
合
に
は

項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
返
礼
品
等
（
以
下
「
返
礼
品
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
提
供

、
次
の
各
号
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

［
削
る
］

二

指
定
対
象
期
間
（
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
第
一
条
の
十
六
第
二

項
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及

び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
申
出
書
及
び
書
類
を
提
出
し
た
地
方
団
体
に
あ
っ
て
は
、
同
令

第
一
条
の
十
六
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
第
一
号
寄
附
金

の
募
集
に
要
す
る
費
用
（
法
附
則
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
の
求
め
に
関
す
る
事
務
、
第
一
号

寄
附
金
の
受
領
を
証
す
る
書
類
に
関
す
る
事
務
な
ど
、
当
該
募
集
に
付
随
し
て
生
ず
る
事
務
に
要
す
る
費
用

を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
「
募
集
費
用
」
と
い
う
。
）
の
額
の
合
計
額
が
、
当
該
指
定
対
象
期
間
に
お
い
て

受
領
す
る
第
一
号
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

指
定
対
象
期
間
（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
対
象

二
の
二

指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
募
集
費
用
と
し
て
一
の
者
に
支
払
っ
た

期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
初
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第

額
（
一
の
者
に
複
数
の
支
払
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
）
が
百
万
円
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
指

二
号
イ
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
に
要
す
る
費
用
の

定
対
象
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
支
払
先
の
氏
名
又
は
名

額
と
し
て
一
の
者
に
支
払
っ
た
額
（
一
の
者
に
複
数
の
支
払
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
合
計
額
）
が
百
万
円

称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
支
払
額
及
び
支
払
目
的
を
記
載
し
た
一
覧
表
を

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
支
払
先
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
公
表
に
つ
い
て
当
該
個
人
の
同
意

、
そ
の
支
払
先
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
支
払
額
及
び
支

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
個
人
の
氏
名
及
び
住
所
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
を
公
表
し
な
い
旨
を
記
載
す
る
こ

払
目
的
を
記
載
し
た
一
覧
表
を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
支
払
先
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
公

と
。

表
に
つ
い
て
当
該
個
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
個
人
の
氏
名
及
び
住
所
に
代
え
て
、
こ
れ
ら
を

公
表
し
な
い
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

三

地
方
団
体
が
返
礼
品
等
と
し
て
提
供
す
る
食
品
を
取
り
扱
う
者
に
よ
る
当
該
食
品
の
産
地
名
の
適
正
な
表

三

地
方
団
体
が
返
礼
品
等
と
し
て
提
供
す
る
食
品
を
取
り
扱
う
者
に
よ
る
当
該
食
品
の
産
地
名
の
適
正
な
表

示
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

示
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

イ
に
掲
げ
る
契
約
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
期
的
に
必
要
な
調
査
等
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
者
に
お
い

ロ

イ
に
掲
げ
る
契
約
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
期
的
に
必
要
な
調
査
等
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
者
に
お
い

て
当
該
食
品
の
産
地
名
の
適
正
な
表
示
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
疑
わ
れ
る
場
合
又
は
当
該
食
品
に
つ

て
当
該
食
品
の
産
地
名
の
適
正
な
表
示
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
疑
わ
れ
る
場
合
又
は
当
該
食
品
に
つ



い
て
第
六
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
実
地
調
査
等
を
行
う

い
て
第
五
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
実
地
調
査
等
を
行
う

こ
と
。

こ
と
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
）

［
削
る
］

第
三
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

物
品
又
は
役
務
と
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の

二

電
気
（
こ
れ
と
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の
を
含
む
。
）

（
寄
附
金
の
活
用
に
係
る
基
準
）

第
四
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
指
定

［
新
設
］

対
象
期
間
に
お
け
る
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
額
は
、
指
定
対
象
期
間
に
お
い
て
受
領
す
る
第
一
号
寄
附
金
の
募
集
に
要
す
る
費
用
（
法
附
則
第
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
の
求
め
に
関
す
る
事
務
、
第
一
号
寄
附
金
の
受
領
を
証
す
る
書
類
に
関
す
る

事
務
そ
の
他
当
該
募
集
に
付
随
し
て
生
ず
る
事
務
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
公
表
は

、
地
方
団
体
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

決
算
を
議
会
の
認
定
に
付
し
た
と
き
に
、
遅
滞
な
く
、
指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
度
及
び
指
定
対
象

期
間
の
末
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二

項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
寄
附
金
活
用
可
能
額
の
使
途
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
団
体
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
あ
る
場

合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
返
礼
品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
）

（
返
礼
品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
の
方
法
）

第
五
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
個
別
の
第

第
四
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
総
務
大

一
号
寄
附
金
の
受
領
に
伴
い
提
供
す
る
返
礼
品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と

臣
が
定
め
る
返
礼
品
等
の
調
達
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
四
号
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準

）

）

第
六
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣

第
五
条

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣

が
定
め
る
基
準
は
、
地
方
団
体
が
提
供
す
る
返
礼
品
等
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
当
該

が
定
め
る
基
準
は
、
地
方
団
体
が
提
供
す
る
返
礼
品
等
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
当
該

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
返
礼
品
等
と
の
み
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
返
礼
品
等
と
の
み
交
換
さ
せ
る
た
め
に
提
供
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

と
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］



備
考

表
中
の
［

］
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
七
十
九
号
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
、

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
地
方
税
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に

規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
（
以
下
「
指
定
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下

「
指
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
指
定
対
象
期
間
に
係
る
指
定
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。


